
グループホームふじトピア運営規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人凰会が設置運営する認知症対応型共同生活介護（介護予 

防認知症対応型共同生活介護）の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な

運営を図ることを目的とする。 

（事業の目的） 

第２条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な 

 環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓 

 練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限 

 り自立して営むことが出来るよう支援することを目的とする。 

（運営の方針） 

第３条 本事業において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する 

 厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

２ 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるとともに、 

 個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 

３ 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明す 

 る。 

４ 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。 

５ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

（事業所の名称） 

第４条 本事業所の名称はグループホームふじトピアとする。 

（職員の員数及び勤務内容） 

第５条 本事業所に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。 

（１） 管理者 １名 

     管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。 

（２） 計画作成担当者 １名 

     計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するととも 

に連携する介護老人福祉施設、病院等との連絡・調整を行う。 

（３） 介護職員 １３名以上 

     介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。 

（利用定員） 

第６条 利用定員は１８名（２ユニット）とする。 

（介護の内容） 

第７条 認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。 

（１）入浴、排泄、食事、着替え等の介助 

（２）日常生活上の世話 

（３）日常生活上の中での機能訓練 

（４）相談、援助 



 

（介護計画の作成） 

第８条 認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及び 

そのおかれている環境を踏まえて、個別に認知症対応型共同生活介護計画（以下介護計画）

を作成する。 

２ 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、 

 同意を得る。 

３ 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実地 

 状況についての評価を行う。 

（利用料等） 

第９条 本事業が提供する認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額と 

する。 

 ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 

（１）家賃         75,000円/月 

（２）食費         43,800円/月 

（３）水道光熱費      19,200円/月 

（４）その他日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認め

られる費用実費 

２ 月の中途における入居または退居については日割り計算とする。 

３ 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込、もし

くは自動引き落としによって指定期日までに受け取るものとする。 

（入退去にあたっての留意事項） 

第１０条 認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって認知症の状態にあり、

かつ次の各号を満たすものとする。 

（１）少人数による共同生活を営むことに支障がないこと 

（２）自傷他害のおそれがないこと 

（３）常時医療機関において治療をする必要がないこと 

２ 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退去していただく場合 

 がある。 

３ 退去に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議 

 し介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努める。 

（秘密保持） 

第１１条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守す 

 る。 

２ 従業者であった者が、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがない 

 よう、必要な措置を講ずるものとする。 

（苦情処理） 

第１２条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担 

 当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整 



 備等必要な措置を講ずるものとする。 

（損害賠償） 

第１３条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、 

 速やかに損害賠償を行う。 

２ 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

（衛生管理） 

第１４条 認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な設備、備品等の清潔を保持し、

常に衛生管理に留意する。 

２ 事業所は、感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないよう、指針を整備し、定期的な委員

会の開催、並びに研修及び訓練の実施等必要な措置を講ずるものとする。 

（緊急時における対応策） 

第１５条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力 

 医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。 

（非常災害対策） 

第１６条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、 

 管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、 

 災害時には避難等の指揮をとる。 

２ 非常災害の備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。 

（虐待防止に関する事項） 

第１７条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指針の整備、定

期的な研修の実施等必要な措置を講じるものとする。 

（身体拘束に関する事項） 

第１８条 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、委員会の設置、指針の整備、研修の実施

等必要な措置を講じるものとする。 

２ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体 

 拘束等を行う際の手続きについては指針に定める。 

（事業継続計画の策定） 

第１９条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、介護サービスの継続的に実施、早期

の業務再開を図るための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に実施するなどの措置を

講じるものとする。 

（ハラスメント対策） 

第２０条 事業所は、適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

（その他運営についての重要事項） 

第２１条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。 

（１）採用時研修      採用後 1ケ月以内 

（２）経験に応じた研修   随時 



２ 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、 

 帳簿を整備する。 

３ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、代表者が定めるものとする。 

 

付 則  この規程は、平成１８年１１月１日から施行する。 

     この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

     この規程は、平成２１年６月１日から施行する。 

     この規程は、平成２２年２月１日から施行する。 

     この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。  

     この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

     この規程は、令和４年７月１日から施行する。 

     この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

     この規程は、令和６年９月１日から施行する。 



「グループホームふじトピア」重要事項説明書 

 当施設はご契約者に対して、認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対

応型共同生活介護サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約

上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当施設への入居は、原則として要介護者（要支援２または要介護１～５であり、認知症

の診断を受けた方が対象となります。                        

 

1. 事業者 

⑴  法人名     社会福祉法人 凰 会
おおとりかい

 

⑵ 法人所在地    静岡県藤枝市時ケ谷４１７番地の２ 

⑶ 電話番号     ０５４－６３８－５２５２ 

⑷ 代表者氏名    理事長 増 田 光 春 

⑸ 設立年月     平成１２年１月２６日 

 

２．施設の概要 

  ⑴ 施設の種類    認知症対応型共同生活介護 

             介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

  ⑵ 介護保険事業者指定番号 藤枝市２２９５３０００４６ 

    指定年月日 平成１８年１１月１日 

 

  ⑶ 運営方針 

     認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）の運営を通

じて、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 

⑷  理念  

1. ご利用くださる皆様が、安らぎの場の施設として生活いただけるよう「おも

てなし」の気持ちで、心のこもった温かいサービスを心がけていきます。 

2. その「安らぎの場」が維持できるよう、あらゆる面で「安全」と「安心」を

心がけていきます。 

3. ご利用くださる皆様の個性を尊重し、一人ひとりの「人間性」を理解し、互

いに支えあうよう心がけていきます。 

4. 施設をご利用くださる皆様とその家族、地域の皆様との交流の場としても活



用できる「開かれた」施設として、地域福祉の一端を担うことを心がけてい

きます。 

 

⑸  施設の名称  グループホーム ふじトピア 

⑹  施設の所在地 静岡県藤枝市時ケ谷４１７番地の２  

⑺  電話番号   ０５４－６３８－５２５１ 

⑻  施設の設備  居室：全室個室。専有面積 15．59 ㎡  

            居室の設備：全室シャワートイレ、洗面所、スプリンクラー付   

き。介護用ベッド、カーテン、クローゼット、エアコン、緊急

通報装置。 

            共同設備：玄関、ホール、居間、食堂、キッチン、浴室、脱衣

室、洗濯室、車椅子対応トイレ。 

⑼  管理者       藤永 洋子（ふじなが ようこ） 

⑽  入居定員    ２ユニット １８名 

⑾  法人が行っている他の業務 

☆ 介護老人福祉施設 ふじトピア        定員７０名 

  平成１３年２月１３日指定 静岡県２２７５３００１７２号 

☆ ふじトピア 居宅介護支援事業所       定員２０名 

平成１３年３月１日指定  静岡県２２７５３００２１４号 

☆ ふじトピア 短期入所介護事業所 

平成１３年２月１３日指定 静岡県２２７５３００１８１号 

☆ ふじトピア 通所介護事業所 

 平成１３年３月１日指定  静岡県２２７５３００２０６号 

（旧介護予防通所介護相当サービス） 

 平成３０年４月１日指定  静岡県２２７５３００２０６号 

☆ ふじトピア 認知症対応型通所介護事業所   定員１２名 

平成１８年４月１日指定  静岡県２２７５３００２０６号 

☆ 緩和基準型通所介護事業所          定員１５名 

 平成３０年４月１日指定  静岡県２２７５３００２０６号 

☆ ふじトピア 訪問介護事業所 

 平成１３年３月１日指定  静岡県２２７５３００１９８号 

（旧介護予防訪問介護相当サービス） 

平成３０年４月１日指定  静岡県２２７５３００１９８号 

☆ 藤枝市地域包括支援センター ふじトピア 

平成１８年４月１日指定     藤枝市２２０５３０００６０号 

 



☆ ふじトピア 障害福祉サービス事業所 

 平成１８年１０月１日指定  静岡県２２１５３００１００号 

 

３. 職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者様に対して認知所対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知

症対応型共同生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しており

ます。 

 

管理者      １名（兼務） 

計画作成担当者    １名以上（兼務） 

介護職員 常勤換算３名以上 

 

４．当施設が提供するサービスと利用料金 

 ⑴ 介護保険給付対象サービス 

   以下のサービスは、介護保険のサービス利用に係る自己負担額に含まれたサービス

を包括的に提供します。 

項目 サービス内容 

食事 ご契約者様の身体の状況や嗜好に配慮した食事を提供します。 

（食事時間） 

朝食 7：30 昼食 12：00 おやつ 15：00 夕食 18：00 

保清 原則、週２回以上行います。ご利用者様の体調不良などの理由に

よりケア方法を変更することがあります。 

排泄 ご利用者様の能力に応じた援助を行います。 

その他日常生活上の

世話 

機能訓練 

ご利用者様の能力に応じた援助を行います。 

（夜間の巡視はおおむね２時間おきに行っております。） 

ご利用者様の心身等の状況に応じて、援助を行います。 

 

健康管理 訪問看護師が週 1 回訪問し、健康管理を行います。医療ケアは提

供していません。 

洗濯 衣類の洗濯を行います。 

レクレーション 

相談支援 

季節行事や機能の維持を期待できる活動を提供します。 

ご利用者様、ご家族様からの相談支援を行います。 

   



⑵ 介護保険給付対象外サービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者様の負担となります。 

 

   

項目 サービス内容 

家賃 ７５，０００円/月 

食材料費 ４3，8００円/月（１日＠1，460 円×30 日） 

朝 420 円 昼 520 円 夜 520 円 

水道、光熱費 １9，2００円/月（１日＠640 円×30 日） 

理髪・美容 月１回、理美容サービスをご利用いただけます。 

利用料金：1 回美容カット 2,000 円（オプションあり） 

小口預り金 ご利用者様の日常生活に要する費用を小口預り金としてお預

かりします。 

毎月、使用状況につきましてご報告します。 

預り金が少なくなりましたらご連絡します。 

   

利用料金 

  

要介護度 単位数 １月あたりの利用料目安（31 日） 

要支援 2 749 単位 164，732 円 

要介護 1 753 単位 164，878 円 

要介護２ 788 単位 166，161 円 

要介護 3 812 単位 167，039 円 

要介護 4 828 単位 167，624 円 

要介護 5 845 単位 168，246 円 

 注：上記 1 月あたりの金額は目安を表示したものです。 

 

【加算項目】下記の加算が利用料金に含まれております。 

医療連携加算Ⅰ： 38 単位/日 

サービス提供体制強化加算Ⅰ： 22 単位/日 

口腔栄養体制加算： 30 単位/日 

栄養管理体制加算： 30 単位/日 

科学的介護推進加算： 20 単位/月 

口腔・栄養スクリーニング加算： 20 単位/6 ヵ月 

※地域別単価 10.14 円 藤枝市地区区分７級地 

介護職員処遇改善加算： 11.1％ 



介護職員等特定処遇改善加算： 3.1％ 

ベースアップ加算： 2.3％ 

 

☆その他、各項目に該当する場合は、所定の金額が加算されます。 

看取り介護加算 

医師が終末期にあると判断した入居者について、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員等が

協同して、本人または家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合に、死亡日以前４５日を限

度として死亡月に加算されます。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しません。 

死亡日以前３１日前～４５日前   ７２単位/日 

死亡日以前４日～３０日     １４４単位/日 

死亡日の前日・前々日      ６８０単位/日 

死亡日           １，２８０単位/日 

 

 初期加算 

   入居した当初には、施設での生活に慣れるために、様々な支援を必要とすることから、入所から起

算して３０日以内の期間、１日に３０単位を加算します。 

 

 入院外泊時費用 

   入居者が病院又は診療所へ入院をした場合及び入居者にたいして居宅における外泊を認めた場合

は、１月に６日を限度として所定額に代えて１日につき２４６単位を算定します。 

 

 退去時相談援助加算 

   退去後の介護・医療・福祉サービスの利用に関して相談援助を行い、退去日から２週間以内に関

係の市町村及び地域包括支援センターに情報提供した場合に、入居者 1 人につき、１回を限度とし

て、４００単位を算定します。 

 

  若年性認知症利用者受入加算 

    受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を決め、その者を中心に、利用者の特性や

ニーズに応じたサービス提供を行う場合に、1 日あたり１２０単位を算定します。 

 

 



  認知症専門ケア加算 

    日常生活に支障をきたす恐れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする

認知症の者に対して専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。 

        認知症専門ケア加算（Ⅰ）  ３単位/日 

 

※介護保険の給付に変更があった場合には、その内容額に応じて契約者様の負担を変更さ

せていただきます。 

 

利用料金のお支払方法 

利用料金に関しては、1 ヵ月ごとに計算し、ご請求いたします。以下のいずれかの

方法でお支払いください。（1 ヵ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利

用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア、 自動引き落とし（引き落とし日：初回は翌々月１８日、２回目以降は翌月１８

日）ご指定の金融機関（郵便局、農協含む）より手数料無料にて利用料の引き

落としが可能です。 

 

イ、 請求書による現金支払（支払期限：翌月２０日） 

 

ウ、 下記指定口座への振込み（支払期限：翌月２０日） 

しずおか焼津信用金庫 いかるみ支店 普通預金 ０２３７３４８ 

  グループホームふじトピア 

  施設長 増田 啓介 

 

５．協力医療機関 

   ①医療機関の名称：三倉医院 

    所在地：藤枝市五十海 4-14-21 

 

   ②医療機関の名称：藤枝市立総合病院 

    所在地：藤枝市駿河台４丁目 1 番１１号 

     

   ③医療機関の名称：溝越歯科医院 

    所在地：藤枝市上薮田１３－１０ 



６．身体拘束について 

  原則、身体拘束やその他ご利用者様の行動の制限をしません。緊急やむを得ず、身体

拘束を行う場合には検討したうえで、「緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書」に内

容を記載し、本人家族に説明し同意をいただきます。その後、速やかに廃止に向け取り組

みます。 

 

７. 非常時及び災害時の対応 

  ・利用者に病状の急変が生じた場合は、速やかにご家族に連絡するとともに、医療機

関へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

  ・災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行います。地域との

連携も進めていきます。 

 

８．苦情の受付について 

   当施設による苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。なお、ご利用者様、

ご家族様は、苦情を申し立てたことにより何らかの差別待遇を受けません 

⑴  ホームへの苦情の受付 

                    担当者 グループホームふじトピア  

管理者 藤永 洋子 

    ℡ 054-638-5251 Fax 054-638-5262 e-mail gh.fujitopia@po4.across.or.jp 

   〇受付時間 毎週月曜日～金曜日（祝祭日、12 月 29 日～１月 3 日までを除きま

す。） 

                    午前 ９：００～午後 ４：３０ 

 

⑵  法人での苦情窓口も設置しております。 

          法人苦情受付担当者 地域包括支援センターふじトピア 

              センター長 内村 宣子 

    ℡ 054-638-5252 Fax 054-638-5255  e-mail  fuji-topia@po2.across.or.jp 

    〇受付時間 毎週月曜日～金曜日（祝祭日、12 月 29 日～１月 3 日までを除きま

す。） 

                    午前 ９：００～午後 ４：３０ 

 

 

 



  ⑶ 行政機関その他苦情受付機関 

     

藤枝市役所 

地域包括ケア推進課 

地域支援係 

所在地 426-8722 藤枝市岡出山 1 丁目 11 番地 1 号 

電話番号 ０５４－６４３－３２２５ 

受付時間 午前８：３０～午後５：１５ 

国民健康保険 

団体連合会 

所在地 420-8558 静岡市春日町 2 丁目 4 番 34 号 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 

受付時間 午前８：３０～午後５：００ 

    ※利用者が安心して疑問や不安、悩み、要望について相談できるよう介護さわや

か相談員を受け入れております。 

     法人では「第三者委員」を設置し、苦情に適切に対応する体制を整えておりま

す。 

９．損害賠償について 

   当施設は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、自己の責に帰すべき事由により

利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。 

   事業者は、万一の事故に備えて、賠償責任保険に加入しております。 

 

１０. ホーム利用にあたっての留意事項 

   当施設利用にあたって、施設に入居されている利用者の共同生活の場としての快適

性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

 

  〇面会：午前９：００～午後４：３０（感染症の感染状況により制限することがあり

ます。） 

  〇外出・外泊：事前に連絡ください。外出・外泊届のご記入をお願いします。 

  〇喫煙：指定の場所で喫煙をお願いします。 

  〇飲酒：ご相談ください。 

  〇所持品の持ち込み：なじみの身の回りの物の持ち込みは可能です。 

  〇面会時の飲食物の持ち込み：持ち込みは可能ですので、お申し出ください。飲食物

の管理は施設で行います。 

  〇受診：今までのかかりつけ医を継続することが可能です。受診方法については心身

の状況に応じ相談に応じます。 

  〇宗教活動、政治活動、営利活動：原則できません。ただし、個人の信仰への妨げは

ありません。 

  〇迷惑行為：生命、生活、財産等脅かす行為はできません。 



  〇ペット：原則受け入れをしていません。（ペットと一緒に面会する場合はあらかじ

めご相談ください。） 

  〇その他：入居生活を継続するに必要な事項につきましては状況に応じ検討していき

ますので、ご相談ください。 

  

１１． 外部評価・第三者評価受審状況 

    外部評価：あり 令和５年１１月２２日 

    第三者評価：なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

指定認知症対応型生活介護サービス及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護

サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。 

 

 

令和    年    月    日 

グループホームふじトピア 

 

 

    説明者職種                        

 

     

    氏名                         印 

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定認知症対応型共同生

活介護サービス及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始に

同意しました。 

 

令和    年    月    日 

 

 

    利用者住所                         

 

                     

    利用者氏名                       印 

 

 

    代理人住所                         

 

 

    代理人氏名                       印 

                       （続柄：     ） 


